
１ 農用地区域からの除外一覧

番号 地区名 地番 面積(㎡) 現況地目

花-1 南新田 266 3,160.00 畑

花-2 東和町土沢6区 315の一部 402.00 畑

花-3 大迫町大迫第6地割 11-2の一部 300.64 畑

花-4 二枚橋第3地割 110の一部 969.00 田

花-5 東和町安俵9区 280-1 941.00 畑

定義-1 新田 398-2 275 雑種地

398-5 132 雑種地

定義-2 大畑第9地割 509-1 379 雑種地

携帯-1 尻平川3地割 187-1の一部 14.8 田

適用外-1 石鳥谷町新堀第48地割 88 237 宅地

適用外-2 東和町安俵9区 280-4 6 雑種地

6,816.44

２ 農用地区域への編入一覧

番号 地区名 地番 面積(㎡) 現況地目

1 高松第19地割 91の一部 27 原野 農地中間管理機構関連農地整備事業

2 高松第17地割 147-2 747 原野 農振法第10条第3項。

147-3 402 田

147-4 106 田

148 267 ため池

3 高松第18地割 29-1の一部 367 田

33-1 89 畑

33-2 683 田

34-1 4.41 畑

38-1 407 畑

38-2 174 田

4 高松第23地割 72-5 58 畑

5 高松第23地割 72-3 29 畑

72-4 276 畑

6 高松第17地割 16-5 284 田

18-1 1520 田

189-12 207 山林

7 高松第18地割 84-3 297 公衆用道路

15-2 946 公衆用道路

高松第25地割 171-2 169 用悪水路

8 石鳥谷町大瀬川第3地割 90-1 2,825 田

9,884.41

システム移行に伴う錯誤の修正。

計

定義除外。

農振法第10条第3項非該当。

携帯基地局。

農地法適用外。

農振法第10条第3項非該当。

計

編入理由

除外理由

グラウンド造成。

農振法第13条第2項。

自己住宅建築。

農振法第13条第2項。

自己住宅建築。

農振法第13条第2項。

資材置き場兼駐車場造成。

農振法第13条第2項。

住宅兼店舗建築。

農振法第13条第2項。


